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令
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３
年
度
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定
こ
ど
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園・幼
稚
園
への

保
育
園・認
定
こ
ど
も
園・幼
稚
園
への  

入
園
児
童
を
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し
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す

入
園
児
童
を
募
集
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ま
す

★
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
入
園
を
希
望
す
る
方

対
象
者
　
保
護
者
が
働
い
て
い
る
な
ど
、
保
育
を
必
要
と
す
る
児
童

申
請
受
付
期
間
　
11
月
２
日
㈪
～
30
日
㈪

保
育
料�

　
保
護
者
の
課
税
状
況
に
応
じ
て
算
定
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

そ
の
他�

　
保
育
園
の
定
員
を
超
え
る
な
ど
の
場
合
、
保
育
の
必
要
性
の
事
由
に
よ
っ

て
は
、
希
望
の
保
育
園
を
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。�

　
居
住
地
区
外
の
保
育
園
・
認
定
こ
ど
も
園
を
希
望
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

新
規
入
園
を
希
望
す
る
方

新
規
入
園
を
希
望
す
る
方

　
入
園
申
込
書
な
ど
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　
提
出
書
類
は
10
月
21
日
㈬
に
、
各
保
育

園
・
認
定
こ
ど
も
園
や
市
役
所
子
ど
も
若

者
課
（
本
庁
舎
２
階
）
、
各
支
所
・
行
政

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
備
え
付
け
る
ほ
か
、

同
日
か
ら
、

市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

継
続
入
園
を
希
望
す
る
方

継
続
入
園
を
希
望
す
る
方

　
11
月
以
降
に
保
育
園
を
通
じ
て
お
届
け

す
る
申
込
用
紙
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

３
歳
児
以
上
で
認
定
こ
ど
も
園
の
幼
児
教
育

を
希
望
す
る
場
合
は
、直
接
認
定
こ
ど
も
園
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

★
幼
稚
園
へ
の
入
園
を 

　
　
　
　
　
　
　
希
望
す
る
方

募
集
期
間
　
11
月
２
日
㈪
～
30
日
㈪

授�

業
時
間
　
平
日
の
午
前
８
時
30
分
～
　

午
後
３
時
30
分

授�

業
料
　
授
業
料
は
無
料
で
す
が
、
主
食

費
・
教
材
費
な
ど
が
必
要
で
す
。

そ�

の
他
　
共
働
き
な
ど
で
、
降
園
後
に
ご

家
庭
で
保
育
が
で
き
な
い
園
児
に
つ
い

て
は
、
希
望
に
よ
り
預
か
り
保
育
を
実

施
し
ま
す
。

　�

　
提
出
書
類
は
各
幼
稚
園
や
市
役
所
子

ど
も
若
者
課
（
本
庁
舎
２
階
）
、
各
支

所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
備
え

付
け
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　
子
ど
も
若
者
課
園
児
支
援
係

　
☎
63
―
３
１
２
６

　�

ま
た
は
、
各
保
育
園
・
認
定
子
ど
も

園
・
幼
稚
園

佐和田児童クラブの遊戯室を開放しています
　佐渡中央会館内にある佐和田児童クラブの遊戯室を日曜・祝日（12 月 29 日～ 1 月 3 日除く）に限
り開放しています。週末の親子の遊び場として、ぜひご利用ください。利用料は無料です。
開放時間：午前９時～午後５時
対  象  者： 小学生以下の子どもとその保護者（または 20歳以上の同伴者） 

※子どものみでの利用はできません。

そ  の  他：新型コロナウイルス感染症予防のため、混雑時入室を制限させていただく場合があります。
子ども若者課子育て支援係（平日）　☎６３―３１２６

　佐和田児童クラブ遊戯室受付（日曜・祝日）　☎５７―３０１１

市報さど　令和2年10月号


